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高齢・障害福祉高齢介護課 ☎ 06（6170）1561
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要
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　市では、外出に支援を必要とする高齢者に、住
民団体のボランティアが車両で外出のサポートを
行う「元気はつらつ おでかけサポート」を実施し
ています。
　生涯いきいきと外出し、元気はつらつな生活を
送りましょう。

■サポートの対象になる外出
介護予防の活動（つどい場、
サロン、リハサロン、健康づ
くりグループなどへの参加）、
買い物、病院への通院

■対象者　下記のいずれかに該当する人
①介護認定が「要支援１」「要支援２」の人
②基本チェックリストで基準に該当した人

■利用料　片道あたり 300円
※利用にあたっては、ケアマネジャーの作成する
ケアプランが必要
※利用希望者は担当ケアマネジャーに、担当ケア
マネジャーがいない場合は、
地域包括支援センターに要相談

■実施団体　摂津市人材サポー
ト・ビューロー
■問合せ　高齢介護課へ

声の広報・点字広報のご利用を声の広報・点字広報のご利用を
　市では、視覚障害者などの目の不自由な人に十分な情報が提供できるよう、
広報紙の音訳版・点字版を発行しています。
●内容　毎月自宅へ郵送します（費用は無料）
▽声の広報　広報紙および議会だよりから抜粋した内容をＣＤ（デイジー形式）に収録
▽点字広報　広報紙から抜粋した内容を収録
【声の広報のご利用方法】
声の広報の利用にはデイジー形式のCDを再生できる専用の機器が必要です。
※視覚障害者（1・2級）の身体障害者手帳をお持ちの人は日常生活用具の給付と
して、購入の補助を受けることができる場合があります。購入前に障害福祉課に
ご確認ください。
●申込み　市役所１階・同課で配布の申請用紙に必要事項を記入し、同課へ持参または郵送
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元気はつらつ

◆たちより体操タイム
　公立こども園で、高齢者（65歳以上）が
未就学児と一緒になって体操しています。

ところ とき（6月）

べふこども園 ６日㊊・13日㊊
午前 10時～ 10時 15分

子育て総合支援
センター

8 日㊌・22日㊌
午前９時 45分～ 10時

とりかいこども園 27 日㊊
午前 10時～ 10時 15分

問合せ　各園へ（26ページを参照）

おでかけサポートが
はじまりました

おでかけサポート
（市ホームページへ）


